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建築ルールを守ろう！  

～ 10 月 1５日(水)から 21 日（火）は平成２６年度「違反建築防止週間」です ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

【【【【実施内容実施内容実施内容実施内容】】】】    

    

１．街頭啓発活動１．街頭啓発活動１．街頭啓発活動１．街頭啓発活動（平成（平成（平成（平成 22226666 年年年年 10101010 月月月月 11115555 日（水日（水日（水日（水））））））））    

    

「なら安全安心住まい・まちづくり協議会」「なら安全安心住まい・まちづくり協議会」「なら安全安心住まい・まちづくり協議会」「なら安全安心住まい・まちづくり協議会」((((参考参考参考参考 1111))))による街頭啓発及びキャ

ラバン隊による巡回啓発を行います。 

①街頭啓発（①街頭啓発（①街頭啓発（①街頭啓発（午後午後午後午後 5555::::00000000～～～～    ））））    

 近鉄奈良駅、近鉄大和八木駅、近鉄生駒駅の周辺で、違反建築防止の啓発リ

ーフレットの配布を行います。 

②②②②キャラバン隊キャラバン隊キャラバン隊キャラバン隊    

 広報車により県内各地を巡回して違反建築防止についての啓発を行います。 

 

２．一斉２．一斉２．一斉２．一斉公開建築公開建築公開建築公開建築パトロール（平成パトロール（平成パトロール（平成パトロール（平成 22226666 年年年年 10101010 月月月月 20202020 日日日日((((月月月月))))午前午前午前午前 9:009:009:009:00～午後～午後～午後～午後 3:003:003:003:00））））    

 

 無作為に抽出された建築物について、建築主が中間検査および完了中間検査および完了中間検査および完了中間検査および完了検査検査検査検査((((参考参考参考参考 2)2)2)2)

の手続を適正に行っているか等を確認するため、特定行政庁特定行政庁特定行政庁特定行政庁((((参考参考参考参考３３３３))))が現地調査

（パトロール）を行い、建築基準法等の建築ルールの遵守のための啓発、指導等を

行います。 

 パトロールの結果については、後日お知らせします。(参考４) 

 

３．その他３．その他３．その他３．その他    

    

 奈良県庁、土木事務所等において、ポスター・垂れ幕を掲示するとともに、リー

フレット(別添)を配布します。 

■ 「違反建築物」は、①地震発生時において人命・財産を奪う原因となるととも

に、②市街地の環境悪化、③財産価値の減少などにつながります。 

■ 「違反建築防止週間」においては、建築ルールについての県民の理解と認識を

深め、違反建築の防止と住宅・建築物の安全性を確保するための啓発・パトロー

ル等の取り組みを強化します。 



 

((((参考参考参考参考 1)1)1)1)    なら安全安心住まい・まちづくり協議会なら安全安心住まい・まちづくり協議会なら安全安心住まい・まちづくり協議会なら安全安心住まい・まちづくり協議会    

建築物の安全性を確保するシステムを構築することを目的に、平成 11 年に設立

（設立当時は奈良県建築物安全安心推進協議会。平成１７年に現名称に改称）され

た団体で、以下の関係団体で構成される。  ＜協議会参画団体＞ （一社）奈良県建築士会、（一社）奈良県建築士事務所協会、（公社）日本建築家協会近畿支部奈良会、（一財）なら建築住宅センター、（一社）奈良県建設業協会、奈良県建築協同組合、（公社）奈良県宅地建物取引業協会、（公社）全日本不動産協会奈良県本部、奈良県地域婦人団体連絡協議会、奈良県土地家屋調査士会、奈良住宅メーカー交友会、奈良県木材協同組合連合会、奈良県生活協同組合連合会、NPO 法人奈良県ﾏﾝｼｮﾝ管理組合連合会、大和まちづくりﾈｯﾄﾜｰｸ、関西電力㈱、大阪ガス㈱、大和ガス㈱、奈良市、橿原市、生駒市、奈良県（順不同） 
 

((((参考２参考２参考２参考２))))    中間検査および完了中間検査および完了中間検査および完了中間検査および完了検査検査検査検査    

        建築確認済証の交付を受けた後、建築確認どおりの建築物が建築されているか

について、建築主事の審査を受ける手続。 

中間検査は一定の建築物の特定工程完了後に、また、完了検査は全ての建築工

事が完了した後に行われる。 

  住宅・建築物が適法で安全・安心なものとなるためには、これらの手続が適正

に行われていることが必要。 

    

    

    

    

    

    

    

    ※中間検査は、プレハブを除くすべての建築物が対象となり、土台、柱、梁、小屋組み、筋

交い等の工事が終了した段階で受ける必要があります。 

    

((((参考参考参考参考３３３３))))    特定行政庁特定行政庁特定行政庁特定行政庁    

 建築基準法に基づき建築確認等を行う建築主事を置く地方公共団体の長のこと

をいう。奈良県では、奈良県、奈良市、橿原市、生駒市の長が特定行政庁となって

いる。 

 

((((参考参考参考参考４４４４))))    昨年度昨年度昨年度昨年度((((平成平成平成平成 22225555 年度年度年度年度))))の一斉の一斉の一斉の一斉公開建築公開建築公開建築公開建築パトロールの結果パトロールの結果パトロールの結果パトロールの結果    

      立入調査  １４２件 

 うち、確認検査未受検    １件 

    確認済証未掲示    ６件 

 いずれも、現地にて完了検査の受検等を指導。 
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